
１．基本情報
基本情報

砺波市

中学校数 ４校

中学校生徒数 1,259人

部活動数 39部活

休日の部活動の地域移行に
取り組む中学校数

4校
平日の部活動の地域移行に
取り組む中学校数

0校
協議会・検討会議等
の設置状況

有

休日の部活動の地域移行に
取り組む部活動数

38部活
平日の部活動の地域移行に
取り組む部活動数

0部活
推進計画・ガイドライン
等の策定状況

済

休日の部活動の地域移行に
取り組むクラブ数

36クラブ
平日の部活動の地域移行に
取り組むクラブ数

0クラブ
休日の部活動の完全
移行予定年度

令和7年度

運営体制・役割

▼運営体制図 ▼運営体制組織内での役割分担

⚫ 教育委員会（生涯学習・スポーツ課）

・地域クラブへの移行に関するすべての業務

⚫ 首長部局

・特になし

⚫ 市スポーツ協会、総合型SC

・特になし

運動部活動の地域移行に向けた実証事業 最終報告

⚫ 市競技団体

・地域クラブの承認

・指導者の派遣
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２．実証内容と特色
取組内容

特 色

砺波市
年間の事業スケジュール

４月 保護者への説明会(PTA総会)

 ５月

 ６月

 ７月

 ８月

 ９月 指導者謝金の支払い(上半期分)

10月

11月

12月

 １月 新中学1年生への説明会(入学説明会)

 ２月 アンケート

 ３月 指導者謝金の支払い(下半期分)

●行政担当者及び総括コーディネーターが中心となり、説明会を開催し、関係諸
団体等の理解を得るとともに、休日部活動の地域クラブ化を図った。

●地域クラブが持続的に活動できるための補助制度を制定した。

●経済的困窮世帯において、活動を希望する生徒へ支援する制度確立のため、
 協議した。

●学校施設を利用できるよう施設整備及びルールを制定するため、協議した。

●保護者(子)、部活動顧問及び地域クラブ指導者を対象にアンケートを実施した。

●地域クラブ及び指導者の登録制度
 ・地域クラブとして活動、また指導する場合は、市へ登録
 ・登録申請には、競技団体等の承認は必須
 ・市に登録された指導者に対し、指導実績に基づき、指導者謝金を支払い
 ※謝金対象…休日(土、日、祝)のいずれか一日で最大3時間分、地域クラブ指導者2名分
 ・市に登録されたすべての指導者の保険料を市が負担

●支援制度
 補助、また支援制度の確立

●学校施設利用
 地域クラブの優先利用
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３．成果と課題
成 果

課 題

砺波市

●移行クラブ数 ３６クラブ（令和５年度 ３１クラブ）
・出町中学校 １５運動部すべて地域移行（１４クラブ）
・庄西中学校 １５運動部のうち、１０運動部が地域移行（１０クラブ）
・般若中学校  ４運動部すべて地域クラブ移行（５クラブ）
・庄川中学校  ５運動部のうち、４運動部が地域移行（６クラブ） ※１運動部は休日の活動なし
・総合型地域スポーツクラブ（１クラブ）
＊休日の活動を必要としない部活動は移行しない。

●指導者数 ９５名（令和５年度 ７６名）
※うち、兼職兼業（中学校教諭）１４名（令和５年度 １１名）

●指導者謝金等財源の確保

●持続可能なクラブ運営

●指導者不足

●日常的に活動できる場所の確保

●冬期及び雨天時における屋外競技が活動する場所の確保

●学校施設の利用方法
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４．課題解決に向けて、今後の方向性
課題解決に向けて

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ

砺波市

●財源の確保

●持続して活動できる補助制度

●経済的困窮世帯において、活動を希望する生徒への支援制度の制定

●指導者を確保するため、競技団体等と協同し、人材の育成及び発掘

●学校施設及び社会体育施設を優先して利用できる環境整備及びルールの制定
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